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【住所】〒857-0054 長崎県佐世保市栄町４-１１サンクル 1 番館 2F 

【TEL】0956-23-0018 【FAX】0956-59-5562  

【MAIL】fukushikatsudouplaza@siren.ocn.ne.jp 

【Instagram】sasebo_fukushi_plaza（佐世保市福祉活動プラザ）  
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手話が言語であることの認識に基づき、手話に対する理解を広げ、相互に地域で支えあい安心して暮らすことの 

できるまちづくりを目指すため、手話言語に関する基本理念及び各主体の役割等を定めたものです。 

佐世保市では、平成３０年４月１日に施行しました。 

 
「手話」とは？ 

手話は、手指や体の動き、表現などで視覚的に表現する、「見ることば」です。 

  

手話通訳者養成講座 開催します 

手話言語条例とは？ 

皆さんへのお願い 

・手話に対する理解を深めていただきますようお願いいたします。 

・事業者は、ろう者（聴覚に障がいがあり手話を必要とする人）が利用しやすいサービスの提供や、働き 

やすい環境を整えてください。 

 

資格 
基礎編・・・入門課程終了者対象（定員 35 名） 

年齢 18 歳以上 

日時 受講料 

場所 

2023 年 5 月 11 日～10 月 26 日 毎週木曜日 

①朝の部 10：00～12：00 

②夜の部 18：30～20：30 

佐世保市福祉活動プラザ  

会議室１ 

受講料無料  
（テキストは入門編と同じ

ものを使用します） 

申込方法 
官製はがきに下記を明記の上、郵送してください 

①住所 ②氏名（フリガナ） 

➂電話番号（FAX がある方は記入をお願いします） 

④受講講座 基礎編 時間帯（朝 or 夜） 

申込先 
一般社団法人長崎県ろうあ協会佐世保支部 

〒857-0054 佐世保市栄町 4-11 サンクル 1 番館 2F 

結果通知 

申込締切 
2023 年 4 月 28 日（金） 

必着 

お問合せ先 
佐世保市 障がい福祉課 

TEL：24-1111（内線：5104） 

はがきにて通知します 

「手話言語条例」を知っていますか？ 
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佐世保市視覚障害者協会 ☎24-9407  

 

❀ 

☎24-9407（月・水・木・日） 

佐世保市福祉活動プラザ 

 

 

 

 

 

☎24-5199（月・水・木・金）（9:00～15:00） 

 

 

 

 

 

長崎県ろうあ協会佐世保支部 

FAX22-9310（火・水・木・金・土） 

 

 

☎37-8414（月～土） 

 

 

☎090-1347-4771（月～土） 

佐世保市内部障害者協議会では、内部障がい者の方

への支援や情報提供など様々な活動を行っていますの

で、多くの患者様のご参加をお待ちしております。 

あわせて、団体・個人の賛助会員も募集しております

ので、当協議会の活動への皆様のご理解、ご協力をお

願い致します。 

現在、障害者総合支援法の対象となる難病が 361 疾

病あります。難病といっても数多くの病気があります

ので、当協議会に同じ病気の方はいないかもしれませ

ん。しかし、病気による苦しみや悩み、不安などを分

かち合ったり難病患者同士だから支え合うことができ

るかもしれません。1 人で悩まず、当協議会へ連絡、

もしくは「難病カフェ」に遊びにきてみませんか？ 
 

☎22-9587（月・金） 

 

☎22-6412（月・水） 

☎24-6992（月～金） 

 

見えない・見えにくい事により日常生活に不自由を感じ

ていませんか？ 

私達協会会員は、同じ境遇の方々と情報の交換や様々な

活動で交流を深めています。身近に視覚に障害のある方が

いましたら協会の事をお伝え下さい。また、当協会に賛助

して下さる方、個人や団体の賛助会員も募集しています。 

＊4 月より点字・漢点字講習会のご案内 

・年に 10 回行います(8 月と 3 月以外) 

・毎月 第 2 日曜日 午後 1 時～午後 3 時 

・場所：福祉活動プラザ(サンクル 1 番館 2 階) 

詳しくは当協会まで 

佐世保市母子寡婦福祉連合会では、２月に下記の行事を

行いました。 

・2 月 13 日 三ヶ町で PR 活動 

・2 月 15 日 世知原地区寡婦旅行 

・2 月 20 日 市役所売店準備委員会 

・2 月 26 日 若年母子研修旅行 

コロナがまだまだ落ちつきませんが対策をしっかり行い

ながら事業を進めます。 

また、会員全員に生活困窮者支援事業による支援物資の

配布を 3 月いっぱいに実施します。 

佐世保市手をつなぐ育成会は、知的障がいのある子ど

もを持つ全国組織の親の会です。 

本人、親の願いがより良い方向へと実現し、今後も地

域の皆様の理解を得て、障がいのある人もない人も共に

生きる社会となるよう活動を進めています。 

この活動に賛同頂ける方は、賛助会員(一口1,000円)

としてのご協力をお願いいたします。 

戦没者英霊の顕彰と慰霊、世界の恒久平和を願って 
 

遺族会は「英霊の顕彰、戦没者遺族の福祉の増進、

慰籍救済の道を開くとともに、動議の昴揚、品性の涵

養に努め、平和日本の建設に貢献すること」を目的と

し、慰霊祭など活動を続けています。 

また、若い世代へと平和を語り継いでいきたいと思

います。 

遺族の皆さまの相談等ありましたらご来館ください。 

 

 

 この冬、北の地方では寒さが厳しく 

春の来るのがいつも以上に待ち遠しいですね。 

 でもその寒さで桜の開花も早まるとか 

行動制限も徐々に緩和され桜の花の下 

賑やかに三年ぶりのお花見をしたいものです。 

 同じくこの２年実施できなかった「いちご狩り」 

今年こそはと張り切っています＼(◎o◎)／！ 

      いちご狩り ３月８日（水）大村夢ファームシュシュ 

      料理教室 ３月１６日（木）サンアビリティーズ佐世保 

（一社）長崎県ろうあ協会佐世保支部では、令和 5 年

度の会員募集をしています。会員は１８歳以上の聴覚

障がい者で、現在８０名が在籍しています。主な行事

はお花見会、ビアパーティー、手話フェスタ、耳の日

大会など、聴覚障がい者に関わる事業に取り組んでい

ます。聞こえない仲間同士の交流を深めてみません

か？会費などの詳細は、当支部までお問合せ下さい。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

主 催 講座名・会場・日時 内容など 

視覚障害者協会 

TEL：24-9407 

-点字・漢点字講習会-（研修室） 

4/9（日） 

13：00～15：00 

【対象】 

視覚に障がいのある方・一般市民 

点字・漢点字の基礎から学べます。 

身体障害者団体連合会 

ふれあい教室 

-パソコン教室-（会議室 1） 

3/4（土）・18（土） 

4/1（土）・15（土） 

13：00～15：00 

-スマホ教室-（研修室） 

3/23（木）・4/27（木） 

13：00～15：00 

【対象】 

身体障害者手帳保持者・難病受給者証保持者 

精神障害者手帳保持者 

技能や趣味に関する様々な講習・教室を開催して

おります。 

詳細は事務局（肢体障害者協会）まで 

お問合せください。 

TEL：24-6992 

ふれあい教室 

-手芸教室-（会議室１） 

3/5（日） 

1０：00～1２：00 

ＩＴ講習会 

-プレクストーク教室-（会議室２） 

3/5（日） 

13：00～15：00 

【対象】 

視覚障がいをお持ちの方 

技能や趣味に関する様々な講習・教室を開催して

おります。 

詳細は事務局（視覚障害者協会）まで 

お問合せください。 

TEL：24-9407 

難病連絡協議会県北支部 

TEL：37-8414 

-難病カフェ- 

３/１２（日）（研修室） 

４/９（日）（会議室１） 

13：30～15：30 

難病患者・その家族や支援者、また難病の種類を問

わずどなたでも参加できる気楽な交流の場です。 

色々な思いを語り合いませんか（参加費無料） 

NPO 法人 ふきのとう 

ＴＥＬ：25-6222 

ひきこもり相談 

-あのねの木-（会議室 2）  

３/１５（水）・４/１９（水） 

10：00～12：00 

【対象】 

ひきこもりがちなど対人関係などの問題でお悩み

のご家族 

ひきこもりについての相談や情報提供ほか、学習

会や家族同士の交流会を行います。 

プラザ利用団体の講座情報 3 ～ 4 月 

全ての講座において、新型コロナウイルス感染状況に応じて、延期・中止となる場合がございます。 

障がい者マーク紹介❷「身体障がい者標識」 

 

 

肢体に障がいの方が運転する車に表示するマークです。 

クローバーの標識から「クローバーマーク」とも言われています。 

マークの表示については、努力義務となっています。 

 

このマークを見かけたら・・・ 

このマークを付けた車に幅寄せや割り込みをするのはやめましょう。 

（ただし、危険防止のためやむを得ない場合を除く） 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保市福祉活動プラザでは、福祉系団体の活動を支援す

るとともに、佐世保市民が福祉活動への理解を深め、参加

する機会を設け、市民が相互に助け合い支え合う豊かな福

祉社会の実現を目的とした施設です。 

 

来館者には感染症対策として下記のことをお願いいたします。 

①マスクの着用 ②消毒のご協力 

③検温のご協力 

（37.5 度以上または体調が優れない方の来館はお控えください） 

 

 

 

 

〒857-0054  

佐世保市栄町 4 番 11 号  サンクル 1 番館 2 階 
TEL：0956-23-0018  FAX：0956-59-5562 
ホームページ http://www.musubikai.jp/plaza/ 

 

 

 

障がい者サポーター勉強会 開催しました★ 

「ハーバリウム教室」開催しました★ 

障がいを持つ方への理解・啓発を目的に、障がい者サポーター

勉強会を、「発達障がい」について、「知的障がい」の疑似体験、 

「難病」の体験談、「障がい者への虐待」について、計４回開

催しました。 

参加者からは「参加してよかった」「勉強になった」「障がいに

ついて知れてよかった」などの感想をいただきました。 

今後も、障がいについての勉強会を開催していきますので、 

ぜひご参加ください★ 
 

2 月 8 日（水）にハーバリウム教室を 2 年ぶりに開催しました。 

作成中は参加者同士のコミュニケーションも取られ、 

事業の目的である社会参加を楽しむ様子が見られました。 

皆さま、とても上手に作られてご満悦の様子でした。 

今後も、皆さまが楽しんで頂ける教室を開催していきます。 

 

  

 

 


